
11月 2４日（日）ふれあいウォーク・防災ゲームが出会いの森総合公園で行われました。午前中は、「ウォーク

コース」と「山登りコース」に分かれ、駐在所の方々や機動パトロール隊の警備のもと、参加者の皆さんは、それ

ぞれのコースで“秋”を感じる素敵な景観を楽しみながら歩いていました。 

お昼には美味しいせせらぎのお弁当と、出会いの森管理組合の皆さまが作ってくださった温かい豚汁をいただき

ました。昼食後には子ども達に向けた宝探しゲームを行い、自分で探し当てた景品を見て、子ども達はとても嬉し

そうにしていました。 

午後は、会長をはじめ自主防災会の役員さん達と子ども達が担架搬送や水消火器体験などをゲーム形式で楽しく

学びました。また、婦人防火クラブの皆さまが災害用保存食のアルファ米で握ってくださったおにぎりを試食した

り、NTT職員の方々から災害伝言ダイヤルの使い方などを学ぶことが出来ました。 

 

 

春を先取り♪ ももいろガーデン 

第９号 令和６年１２月２５日発行 

東大芦コミュニティセンター 

〒322-0076 鹿沼市上日向３７５ 

TEL(65)4055  FAX(60)1070 

春の草花とラナンキュラスなどの球根植物を使った

寄せ植えをつくってみませんか？ 

◆と き ２月１９日(水) 

午後１時００分～２時３０分 

◆ところ 東大芦コミュニティセンター  

駐車場 

◆定 員 １２名（先着順） 

◆材料費 ２，０００円（当日集金） 

◆持参品 直径２５～２８cm 程度の植木鉢（丸型でも

四角でも可）、はさみ（園芸用でなくても

可）、移植ゴテ、ゴム手袋（軍手）、エプロン 

◆講 師 グリーンアドバイザー 渡辺順子先生 

◆申込み ２月１０日(月)までに電話で東大芦コミュ

ニティセンターへ 

     ※室外での講座になりますので、各自調整が

できる服装でお越しください。 

     ※各自で感染対策をお願いします。 

１２月８日（日）引田にある下沢引田農村公園で、ふ

れあいみどりの村収穫祭が行われました。お天気にも恵

まれ市長をはじめ、たくさ 

んの方においでいただき、 

冷たい風が吹く中、刈りた 

て、・ひきたて・打ち立て・ 

ゆでたての４たて蕎麦や作 

りたての温かい焼きそば等 

に舌鼓を打ちました。 

 

 

１２月４日(水)、東大芦コミュニティセンターで、EKE 
FAST（機動パトロール隊）の茂木さん、古川さん、片
岡さんを講師にお迎えして、スマホ相談会を開催しまし
た。「ネットで買い物したい」「旅行の宿泊予約をしたい」
などの方法をマンツーマンで教わり、みなさんそれぞれ
の悩みを解決できました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

    

 

   

       

                

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東大芦地区推計人口 
（令和６年 12 月１日現在） 
男 １，３４７人 
女 １，３７４人 
計 ２，７２１人 

世帯 １，０４３世帯 

（令和６年１月３１日納期限） 
市 県 民 税 ４期 

国 民 健 康 保 険 税 ７期 

介護保険料・後期高齢者医療保険料  ７期 

♬ 



マイナンバーカード出張申請受付します！ 
 

イベント・施設に出張し、マイナンバーカード申

請を受付します。写真撮影は無料です。ぜひご利用

くだい。 

◎乳幼児健診会場                        

 場 所：市民情報センター 1階                  

 日 時：1月 8日(水)、10日(金)、 

15日(水)、16日(木)、17日(金) 

各日 午後 1時～3時 30分 

  持ち物 本人確認書類(運転免許証等) 

      マイナンバーカード申請書(あればで可) 

◆詳しくは 市民課マイナンバー係  

☎６３－２１２９ までお問い合わせください。 

◎◎◎東大芦地区の申告受付◎◎◎ 
◆と き 令和７年 2 月７日（金） 

     午前の部：午前 9 時から 11 時 30 分 

     午後の部：午後 1 時から 3 時 

◆ところ 東大芦コミュニティセンター 

※該当地区の日程では都合がつかない方は、該当地区

以外の申告会場にお越しください。また、期間中は

市役所本庁税務課市民税係窓口では受付できませ

んのでご注意ください。 

※営業・農業・不動産所得の「収支内訳書」や「医療

費控除の内訳書」は、事前に作成の上ご来場くださ

い。書類を作成されていない場合は、申告会場の記

載コーナーで作成の後、申告受付となりますので、

予めご了承ください。 

※他の地区での申告の日程や、申告受付の詳細につき

ましては、ホームページ等でご確認ください。 

        税務課市民税係☎６３―２１１２ 

 

 

 

防 災 教 育 ～西 小 学 校 ～ 

 
１２月１０日（火）西小学校で地元消防団第 5分団

による「消防団の活動について」の授業が行われ、3年

生２０名が参加しました。子ども達は、消火器の練習

をしたり、消防車両に乗ったりして消防活動を体験し、

消防団の日々の活動を知ることができました。授業の

最後には消防団のトレーディングカードをもらってと

ても嬉しそうでした。消防団の皆さん、ありがとうご

ざいました。 

     

１月１３日（月・祝）成人の日は、ごみステーション

の収集を通常通り行います。午前８時３０分までにご

みステーションにお出しください。 

 なお、環境クリーンセンターへのごみの持ち込み、し

尿収集は休みです。 

◆資源循環課資源循環推進係☎（６４）３２４１ 

 令和 7 年 2 月 1 日現在で、全国一斉に“農林業
の国勢調査”といわれる、「２０２５年農林業セン
サス」が実施されます。 
 この調査は、今後の農林業の政策に役立てるた

めに 5 年ごとに実施される極めて
大切な調査です。 

        令和 7 年 1 月から農林業を営ん
でいる皆様のところに調査員が訪
問して、調査票に農林業の経営状
況などの記入をお願いしますの
で、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

   

 

 

  

  

 

   

 

  

  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地  域 １月１３日(月・祝) 

黒川東側・板荷地区 燃やすごみ 

黒川西側 ペットボトル 

令和６年１０月分（１２月支給分）から、以下のと
おり児童手当が拡充されました。 

① 所得制限が撤廃 

② 手当の支給対象児童が「中学生年齢まで」から「高

校生相当年齢まで（１８歳到達後の最初の年度末

まで）」に延長 

③ 第３子以降の支給額が月３万円に増額 

④ 第〇子というカウント対象児童が、必要な生活費

等の支援をしている場合に限り、２２歳到達後の

最初の年度末まで延長 

⑤ 支給が年３回から年６回に変更 

１１月８日までにお手続きをいただいた人、およ

び申請不要の人には、１２月１１日(水)に児童手当

を振り込みました。拡充内容や手続きの方法につ

いては、市のホームページをご覧ください。 

子育て支援課こども給付係☎（６３）２１７２ 

 

祝日（成人の日）のごみ収集 


